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平成２４年度第１回「あいち森と緑づくり委員会」 

１ 日 時 平成２４年７月５日（木）午後１時３０分から４時まで 

２ 場 所 愛知県自治センター 会議室Ｄ 

３ 出席者 あいち森と緑づくり委員会（委員９人） 

服部委員長、岡本委員、後藤委員、髙橋委員、田村委員、 

長谷川委員、眞弓委員、森田委員、山口委員、 

農林水産部農林基盤担当局 

戸田局次長他 

事務局 

 農林水産部、総務部、環境部、建設部 

４ 議事(要約)等 以下のとおり 

1) 農林水産部農林基盤担当局次長あいさつ 

2) 委員長、副委員長選任 

3) 議事 

○議題１「あいち森と緑づくり事業の概要と委員会の開催計画について」 

○議題２「平成２３年度事業実績及び平成２４年度実施計画について」 

○議題３「事業評価について」 

    

○議題１「あいち森と緑づくり事業の概要と委員会の開催計画について」 

〈事務局から資料－１により説明〉 

〈質疑意見等はなし〉 

 

○議題２「平成２３年度事業実績及び平成２４年度実施計画について」 

〈事務局から資料－２により説明〉 
 

（委員長）それではご質問ご意見等受けたいと思います。 
 

（委員）初めての会で分からない事がいっぱいですが、いくつかの質問と感想

とお願いです。県民参加の緑づくりのところで建設部と環境部の事業の違いが

よく分からないのでそれを教えていただきたい。それから人工林の整備で保安

林を除くというのが気になりました。どうしてかというと、保安林というのは

目的があって保安林にしたにも関わらず、整備されていない所というのは現実

問題としてたくさんあると思います。そちらの方をやらずにそれ以外をやって

いるという事だと思いますが、それでいいのかというのが疑問でした。それか

ら、この事業は１０年間の計画で、まず５年その次の５年を考えるとお聞きし

ていますが、１０年で終わりと考えていいのかと思いました。どうしてかとい

うと、森林は５年や１０年でどうこうなる問題ではないので、もっと恒久的に

５年、５年、５年とずっと考えていってもいいのではないかと思いました。 
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それからこれはお願いですが、私はＮＰＯに近い立場です。公募委員なので、

普通の人の意見を求められて委員にさせていただいたんだと思います。そこで

お願いがあるのですが、この税の事業のシステムは、普通の人にあまり伝わっ

ていない気がします。でもＮＰＯの中では森と緑づくり事業で環境活動や環境

学習へ補助が頂けるというのは皆さんとても有り難がっています。というのは

幅広い事に対して使う事が可能だからです。今、全体のお話を聞かせて頂いて

思ったのは、県の殆どの世帯から負担いただいているという事は、県の殆どの

人に伝えなければいけないという事です。その手段として、ＮＰＯ等の活動へ

の助成はとても有効ではないかと思います。先ほど活動等への参加者が延べ人

数１０万人と聞いてびっくりしたのですが、そのような取組を続けていただけ

ると有り難いなと思いました。以上です。 
 
（委員長）それでは御質問がいくつかあったと思いますが簡潔にお答えいただ

けますでしょうか。建設部と環境部の事業の違いのところから。 
 
（事務局）建設部でやっております県民参加緑づくりは、まず、基本的に公有

地で行われる活動を対象にしていて、そこが環境部の環境活動・学習への支援

と違います。もう一つ、補助対象者は市町村ですので、市町村がＮＰＯに委託

するものも市町村へ助成しています。 
 
（事務局）環境部の環境活動や環境学習への支援の事業は、啓発的なもの、広

めていくというところが主眼になるかと思います。 
 
（委員長）保安林の話と、制度としてもっと長くというところのお考えはいか

がですか。 
 
（事務局）保安林は、開発とか他に転用されて森の機能が無くなる事を防ぐよ

うな制限をかける制度です。人工林の整備の中で保安林の整備も必要ではない

かというお話かと思いますが、既存の施策では出来ない所、これまで出来なか

った所、森林所有者では出来ない所を何とかしようとこの税の事業が始められ

た経緯があります。そういう意味で言いますと、保安林については治山事業で

森林整備のメニューがありましたので、外されていますが、保安林の森林整備

の事業が必ずしも十分出来ていないかもしれないというのは御指摘のとおりか

もしれません。それから５年という事ですが、委員もおっしゃるように、森と

いうのは長期的に考えるべきですので、１０年間の事業計画が作られました。

税を徴収して県民の皆さんに御負担いただくのは５年で、きちんと見直し継続

を判断するという上での１０年の計画です。さらに５年と続けていくといいん

じゃないかという御意見ですが、きちんと仕事をして、県民の皆さんの理解を

いただいて続けるというのはあるかと思いますが、今の計画では１０年の計画



 3

で５年後の見直しとして進めております。 
建設部と環境部の違いというのがありましたが、縦割りでなく連携して全体

で進めるべきだと思っております。それと普通の人に伝わっていないという話、

これは私ども反省すべきで、もっと県民の方にご理解していただくような活動

をしていかなければならないと思います。ＰＲが必要という事ですが、宣伝と

いうよりも事業の成果、効果を積極的に情報発信していくというのが大事だと

思います。今後気を付けてやっていきたいと思います。 
 
（委員）里山林整備についてですが、提案型里山林整備が今年度も４箇所と、

毎年同じような数字ですが、応募状況はどうなっているのか常に気にしている

ところです。 
それから都市の緑、人工林も当然関わってくる話ですが、竹林の拡大である

とか、カシノナガキクイムシの被害の拡大であるとか、今非常に注目されてい

るし問題になっていると思います。それらについて、私は特別枠を設けてもい

いくらいの大きなことではないかと思っています。その辺の可能性についてお

考えをお伺いしたい。 
それから環境部の環境活動・学習への支援は、非常に市民の人気も高いしＰ

Ｒ効果も大きいと思います。応募と採択の状況が１０４分の９８とありますが、

不採択になった理由はどういうものか。１００を限度にしているのではないか

という変な邪推もしたくなってしまう。ＰＲも兼ねてどんどん拡大して欲しい

という話は以前にも申し上げましたが、なかなか枠は拡大していないようです。

その辺のお考えがあるのかどうか。 
それから、環境学習の場合、市民、ＮＰＯが事業主体になっていますが、交

付金の支払いは事業終了後となっていて、申請者が1 年間事業予算を仮払いす

ることとなります。例えば１００万円を１年間市民やＮＰＯが仮払いするとい

う事になると、大変なことです。これは以前から問題だと申し上げております。

コミュニティーユースバンク等を斡旋するとか、うまく橋渡しが出来る方法を

考えていただきたいと思っています。 
次に、先ほど御発言もありましたが、一般県民に知られていないという状況

です。今日もパンフレットを出していただいていますが、何部刷られているか

正確に分かりませんが、十数万部からもう一桁上げていただきたいと思ってい

ます。殆ど目についていないのが実態ではないかと思っていますので、この辺

のお考えもお伺いしたい。 
 
（事務局）提案型里山林については２４年度は４箇所から要望があって４箇所

で事業を進めています。 
 
（委員長）都市、あるいは人工林での竹林、カシノナガキクイムシの被害への

この事業での位置づけをどういう風に考えておられるか。里山では竹林の方の
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伐採をやられているかと思いますがいかがですか。 
 
（事務局）里山林整備では竹の伐採や整備が出来ますし、カシノナガキクイム

シの被害についても予防措置のみでは対象となりませんが、枯損木の伐採や駆

除措置はできます。実際名古屋市内などでやっております。 
 
（委員）都市の緑の方ではどうでしょう。民有樹林について今、名古屋市内で

も非常に問題になっていますが。 
 
（事務局）おっしゃる通り、竹林とカシナガ被害が酷くて、私ども所管してお

ります県営公園でもかなり酷い状況で、ＮＰＯの方の助力でカシナガの対策等

をしている状況です。今の都市緑化推進事業の枠の中では、県民参加緑づくり

で、市町村がＮＰＯに委託するという形で提案があれば出来るかと思います。

別枠でというのは、今後の検討課題かと思います。 
 
（委員長）それから、先ほどの一般の方への周知度がまだ十分でない、パンフ

レットの数をもっと増やせないかということについては。 
 
（事務局）次の議題の事業評価の資料３の３９ページを開いていただくと、真

中のところに事例報告配付状況というのがありまして、２２年度版を２３年度

に１２万２千弱配付しています。それからメディアとかＰＲもそこに書かれて

いるようにやっているのですが、ご指摘の通り十分でないと思います。今後ア

ンケートをすればそういう結果も出るかもしれませんが、積極的にＰＲしてい

きたいと思いますし、もう少しやった結果を見ていただくような取組もきちん

とやっていかなければいけないと考えています。 
 
（事務局）環境活動への支援については、対象を１００で抑えるという話では

なく、提案していただいた内容をみると資料の４ページに書いてある交付対象

の事業に合致しないものや、それから補助対象にしない経費ばかりが上がって

いる、そういうものが不採用になっております。応募が２３年が１００件、２

４年が１０４件と数字が横ばいなものですから広くたくさん頑張っていかなけ

ればいけないなと思っています。金額の面もたくさん多くしたいですが、全体

の額もありますので、今後の検討課題と思います。仮払いの関係は、補助制度

とした場合、事前に払うのは県の今の制度上、厳しい状況というのは確かです

が鑑みなければいけないのかなと思っています。 
 
（委員）市民側からはそれが非常に大きな壁になっている。２度目、３度目の

応募がないのはそれがまさに原因といってもいいのではないかと思いますので

よろしくお願いします。 
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（事務局）竹林の関係ですが、環境学習活動の内容として提案していただけれ

ば環境活動への支援の中で採択するのは可能と思います。 
 
（委員）全体事業費枠の中でこの話が出てくると思いますが、最初作った制度

を見直すというのはどこかで必要で、特に今の説明を聞いても分かりづらい。

縦割りじゃないかなと思う。環境部が言った予算の制約も一つの縦割り。かつ

事業についても、この事業は建設部だし、この事業は環境部だしというのも縦

割り。市町村を通じないと出来ないというのもなかなか広がらない一つの理由

かと思いますが、私たちＮＰＯにとってみると市町村を通じてやるというのは

一つのバリアなのです。環境部の環境活動への支援に人気があるのはダイレク

トだから。件数が増えても予算が増えてなくてロットが減っている。最初は例

えば１００万円から始まって５０万円になり、今年２５万円と、段々、半分半

分半分なのです。かつスキームとしては人件費やそういったものは対象になら

ない。ＮＰＯが好き勝手やってる事業について、たまたま県が助成しているか

ら、元々お前らやる事業なんだから自分たちで金を手当てするのが当り前だろ

うというのも同じです。そういう事を進めるといろんな制度疲労が出てきてい

るので、どこかでガラガラポンしていいんじゃないか。市町村を通じなくても

事業の中身が適正であれば採択するとか、大きな枠組みの変更をどこかの段階

でやらなくてはいけないんじゃないのかなと思います。 
 
（事務局）環境活動への支援の上限１００万円というのがあって実際段々、１

件あたりの助成金額が落ちてきている。ただ提案を見させていただくとやっぱ

りこれは頑張って欲しい、皆さんにやって欲しいという思いがあり、少しでも

たくさんの団体に出した方が広がりが出来る、それからあいち森と緑づくり税

の関係でそこに参加する人たちに少しでも税の理解が広がっていくという思い

がありますから、今後５年という節目があると思いますので環境部としてもた

くさん広くやっていけるように頑張っていきたいと思っています。 
 
（事務局）先ほど御指摘のありました別枠という議論は、私どもがお答えする

というか、委員会の中で御議論いただいてお聞きしたいところです。逆に市町

村を通じなくて直接助成でいいのではないかというのも検討していきたいと思

います。都市緑化推進事業も、年々要望額が増えておりまして、今の段階です

と要望額が多くなっていて、別枠とか市町村への額を減らしてとなるとバラン

スも合わせて考えなければいけないのかなと思います。 
 
（委員）また同じ議論で申し訳ないのですが、ＮＰＯ等へのお金の支払の件は

前回の委員会の時にも出まして、ここでの議論じゃないとすると、じゃどこで

するのと、いつまでやるの、私たちはここでしか言えないので、それを財政と
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か議員さんとか、例えばどこへ上げたらいいのか見えないわけです。ここで一

生懸命しゃべってくださったりして、御理解くださいという形になって終わっ

てしまう。ここでの御理解ではなく、市民にどうこれをうまく使っていただく

かということでお互いの悩みを解決していかないといけないと思います。前回

の委員会の時に考えていきましょうとなりましたので、少なくともこの任期が

終わるまでには道筋が出来るようにロードマップを考えておいていただきたい。

それから５ページとか６ページの屋上緑化とかの写真を見せていただくと、並

木もそうですが何年前の緑の作り方をするのだろうと。ＣＯＰ１０をやった愛

知県とは思えないような昔ながらの植樹の仕方で、多様性もなく植えている。

管理がしやすいからかどうか分かりませんが、市町村からの要望があって実施

したと前回もお答いただいたと記憶していますが、この事業はお互いに勉強し

あう場でもあると思うので、市町村から今まで通りに出てきたのを、もっと下

草をつけたらいいよとか、見るからに高木、中低木の細いのをポンと植えて１０

年経ったってそんなに大きくならない、もう少し小さいころから植えておけば

最初の数年はしょぼいかなと思うけれども、１０年経つとものすごくしっかり

して、生き物なのでそこにあった環境で育っていく、こんな作り方だってある

んだよと、そのためにこうしていきましょうねと、勉強会を開きましょうと、

今までのプロセスにない物を一ついれればこれはあいち森と緑づくり税なので、

市民の皆さんとそこで勉強会をして、緑地づくりとかするんですよと、プロセ

スが新しく入るともっともっと広がるでしょうし、意味のあるものになってく

るんじゃないかなと思います。行政が確かに市町村の形を作っていく代表では

あるのですが、そこに住まわれる方にも伝えるというのが大きな役目だと思い

ますので、その辺も考えていただきたいと思います。特に屋上緑化は東京や大

阪にも行きましたが、屋上に水田とか、畑がある。それがいいとは言う訳では

ありませんが、少しでも質の高い物を作ろうという意義が見えるのですが、こ

の写真からみるとどっかの外来種を植えた単一的なものにお金を払われたのか

と思うと支持できる払い方ではないのかなと思います。それは８ページのグリ

ーンカーテンも同様で、サツマイモを植えられて合理的だと思いますが、どこ

でもゴーヤかキュウリですよね。日本でしたらムベとかアケビとかだっていく

らでもあるわけです。そういうものをもっと行政側から提案していくとか示し

て、質の高い緑を作っていただきたいなと思うわけです。それには小さい時か

らのしつけかなと思うと、９ページの木の香る学校づくり推進事業はとてもい

い事業だと思うのですが、個人差があるとは思いますが写真から見てデザイン

性が素敵なものとはちょっと私には思えない。前の時も予算がとおっしゃられ

たと思うのですが、子供たちは昔と違い物の豊かな時代に生まれていて、木の

良さを知るためにはとてもいいのですが、そこにデザイン性が入って来ないと、

子供たちの支持が得られませんし、今は木質でもものすごくいいデザイン性の

物が出ています。デザインが良くなるから値段が高くなるというよりは、その

代わり６年間使ってもらうとか、もう少しいいものにしていけるような努力を
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して頂けると良いと思います。スチールも一緒でいいですよとなったら、これ

だったら払わない方がいいんじゃないのとなってきますので、もう少し質も見

ていただけたらいいなと思います。 
 
（委員長）今の御意見について何かありますか。 
 
（事務局）木の香る学校づくりについては御意見を参考に考えていきたいと思

います。 
 
（委員長）屋上緑化とか並木とか、出てきた提案に対する行政側からコメント

は何かなされているのでしょうか。 
 
（事務局）残念ながら過去の事例ではないようですが、要望が多くなってまい

りますので中身を査定しなければなりませんので、考えながらやっていきたい

と思います。屋上緑化でどこまで出来るか分かりませんがそれも参考にさせて

いただきたいと思います。 
 
（事務局）８ページの緑のカーテンのところで東郷町とか豊田市の話。環境学

習として緑のカーテンを作ったというだけでなく、その後子供たちにその効果

を教えるのをメインにおいてやっているものです。今後、種の選定の時には色

んな種を考えていただくようにはしていきたい。交流会も年１回あるものです

から、行政からそういう話をしていきたいと思っています。 
 
（委員長）いずれにしましても、各委員からは、ＮＰＯ等への助成支払の件等

内容的に重い御質問があったと思います。今すぐ答えられないものもあって少

し時間をかけて整理して出来るところから少しづつ進めていただきたいと思い

ますのでご検討お願いします。 
 
（委員）質の高い緑を作るという話がありましたが、これは奥山の方も同じ話

だと思います。この税が始まった平成２１年度、自分も実は請負で間伐等やっ

ています。その経験からいうと今のやり方がいいのかなと時々感じます。とい

うのは昨年愛知県の風倒被害の調査を北設楽郡でやっていました。治山事業や

あいち森と緑づくり事業地も絡んでいると思います。道沿いの間伐が明るくな

るのは環境として一面的にいいかもしれませんが、ただ一方で風に弱くなって

しまう可能性もあるので、その辺のところの施業の仕方を、新しいやり方です

ので色々問題にしながら順々にやっていく必要があるかと思います。それから

県民にどうやって伝えていくかという話がありましたが、一つはチラシでやる

という話、もう一つは何をやってるかという説明責任をもう少しはっきりさせ

ていく必要があるかなと思います。だから今やっているのを知ってもらうのと、
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今後それを広げていくために今やった事というのはどういう効果を持っている

のかを検証できる資料をまとめて欲しいと思います。先ほど１０年というスパ

ンでいいかどうかという話がありました。実はその面についても資料が大切に

なるかと思います。いつまでもこの税が続くとは思いません。いつまでもそう

いう環境保全というものに公的資金を注ぎ込んでいく形でいいかという事も考

えていかなければならない。そういう意味では今やってる事、やった事の記録

を後世にどういう風に伝えていくかという方法を今から考える必要があるかな

というのが１つ。例えば森林ＧＩＳで、隣の県の静岡だと税事業でやったとこ

ろを全部公開していますよね。どこでどういう事業をやったかをインターネッ

トで見ると分かるようになっています。そういうものをやる必要があるのでは

ないかなと思います。もう一つ継続性の話ですが、委員から地域の人、市民と

学びながらやっていきましょうという話がありました。これも奥山も同じです。

あいち森と緑づくり税事業で間伐しました。地域の人たちが境界が明確になっ

たと喜びました。ただ何も手元に残っていない。森林の整備をしなければなら

ないというのは誰もが知っている、誰もがやりたいと思っているけれども、税

事業をやったからといってお金が残るわけではない。もちろんこれは環境を整

備するために税が投入されたのですから、山主に残るのは当然あってはいけな

い話かもしれない。ただこれから２０年先、山主がその山に対してどういう思

いを伝えていけるかと考えた時に、多分そのままになっちゃうんじゃないかと

思いますので、そういう意味では事前に委員会資料でいただいた中で各地域で

推進会議、先ほども古戸の話もありました。そういう地域にとって山とか、里

山とかそういう支える仕組みもこれから重要になってくると思います。ただ整

備したから終了ではなく、それを継続的に地域の中で繋げていく為にはどうし

たらいいか。いつまでも行政が手とり足とりやっていくのは難しいと思います。

とするとそこに住んでる地域の人たち、関係者をどうやって形にしていくかと

いうところに少し力点を置いてほしいなと思います。 
 
（事務局）やったものをきちんと公開していく必要があるというのはその通り

だと思いますので努力したいと思います。ＧＩＳを活用して将来に繋げるとな

ると、経費や体制等もあり森と緑づくり事業だけの問題でもありませんが、お

っしゃられる事はよく分かります。少なくとも事業をやった結果はきちんと公

開出来る様にしなければいけないと思いますのでそれに取り組みたいと思いま

す。整備をして終わりではなくそれを将来に繋げていく仕組み、取組をすべき

ではないかとのご意見も、その通りかと思いますが、税の事業は税の事業とし

てしっかりやった上で、それを地域づくりと繋げるために色々取組む、委員も

活動されていますが、そういうところと連携して、整備して終わりではなくこ

れをうまく地域づくりとかにつながるようにしておかなければならないと思い

ます。事業は事業として県民の皆さんの期待に応えて、それと併せて地域づく

りと連携して将来につながるよう考えていきたいと思います。 
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（委員長）昨年の風倒木のところで間伐を強度に入れた為に台風で倒れてしま

ったという事があったと、そういうデータをお持ちですか。 
 
（事務局）データは持っていないし、そういう話は聞いていません。この事業

をやったために倒れたのか分かりませんが、現場に合わせて注意しなければな

らない事はあるかと思いますので、それは現場でよく考えたいと思います。た

だ効果の検証については森は長い期間かかるものですので、結果がすぐに出る

事は難しいと思いますけれども、やった事とそれがどうなってるかというのは

その場その場できちんと皆さんにお知らせしなければならないと思います。 
 
（委員）ＧＩＳに関してはそれほどお金はかからないと思います。みなさん整

備する時に図面は取っているし、森林組合でやる時はＧＰＳを使ってやってい

るので、そのデータを誰が管理するかという話だと思います。多分境界が実測

と県が持ってらっしゃるものとは齟齬があると思いますが、今誰かが管理しな

いと全くその先分からなくなってしまいます。今回はあいち森と緑づくり税事

業で手を出したけれども２０年後何かをしようとした時に全く分からなくなっ

てしまう状態が来ると思うので、今のうちに手をつけていただきたい。それか

ら風倒被害については、長期的にモニタリングしなければならないという事は

確かですが、今やったデータが例えばちゃんと記録出来ているかという話です。

後にいくほどあいち森と緑づくり税事業から離れた事業と組み合わせていく必

要があるかと思いますので、そのデータが本当に使えるのかという話だと思い

ます。風倒被害の関連性が分からないという話は、当然その通りかと思います

が、そういう研究データ、モニタリングをされているところが少ないので、例え

ば失敗事例としての資料になるかもしれませんが、あいち森と緑づくり税事業

でやった所のモニタリングをそういう観点でやっていく。また門谷では、等高

線上に並べた材木が道に流れ出したという話もありますので、そういう所をち

ゃんと記録を取っていき、それから今後森林整備なり里山整備をする時にどう

いう形がいいかを反映させる仕組みを作っていくのが大切かなと思います。 
 
（委員長）多分いろんなデータがあり、かなり膨大な物になると思いますが、

きちんと整備して残し、継続的に使っていけるように是非整備して頂きたいと

いうお願いだと思います。今回のこの事業だけでなく県全体でいろんな事業が

あると思いますが、そういうもの一括、みな関連するわけですから、この事業

だけで何か緑が出来るわけでなく、たくさんの事業があり、それらと一括して

この事業の成果もそこへ落とし込んで欲しいという事でお願いします。 
今のお話はこれから御説明いただく評価と関係があったと思いますので、御

質問されなかった委員の方は、評価の中で御意見いただければと思いますので、

先に進めさせていただきます。 
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○議題３「事業評価について」 

〈事務局から資料－３により説明〉 

 
（委員長）事業評価という事でアンケートが大きな内容になるのですが、それ

以外にも数値データを提出していただいていますし、直接現場で働いている方

にも面談をして調査をする等、評価していこうという事でいろんな角度から進

めていくということでした。今回ここで出ておりますのがアンケートとこれま

でに得られたデータを一部紹介したものですが、何かお気付きの点がありまし

たらどうぞ。ただアンケートの内容についてはもう委託業者への入札手続きに

かかっているということですので、大きく直す事は難しいかなと思います。マ

イナーなチェンジならまだ変更は可能かもしれませんが、よろしくお願いしま

す。 
 
（委員）マイナーチェンジかどうかは判断していただければいいのですが、こ

の中の全ての項目に通じて言えることですが、「この事業を続けた方がいい」、

「続けない方がいい」、「内容を変えて続けた方がいい」という選択肢があるの

ですが、設問によっては「拡大した方がいい」、「もっと増やすべきだ」という

意見も是非聞いていただきたいと思います。 
 
（事務局）調整してみたいと思いますが、「拡大した方が良い」というのをプラ

スするイメージですか。 
 
（委員長）具体的にお示しいただけると分かりやすいかと。 
 
（委員）７ページの里山の５、「このまま続けた方が良い」、「わからない」、「続

けなくて良い」という３つの選択肢ですが、「拡大した方がいい」を加えてもい

いのではないでしょうか。これは都市にも人工林にもあると思います。 
 
（委員長）その辺具体的に業者の方と御相談していただいて御検討していただ

ければと思います。他にいかがでしょうか。 
 
（委員）もし文言が変えられるなら、８ページめ問い４の５に「学校や市役所

など公共施設の屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化」と限られた所としかとれな

いので、校庭緑化とかは駄目なんですかねというのが一つ。８番の赤字で、公

園の竹やぶの伐採などの竹林整備とあるんですが、民間の竹やぶは入れていた

だけないのでしょうか。人工林は民間の土地を伐っているので、ここだって民

間の竹を伐ってもいいのかと思うので入れていただけたらいいかなと思います。 
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（事務局）校庭は既にやっていますので入れなかっただけかと思います。 
 
（委員長）初めての委員の方は、今回アンケートを初めてしっかり見られるの

ではないかと思いますが、時間的には見ていただいてコメントいただく時間が

あまりないですが、どうしてもという事があれば事務局に御相談させていただ

くという事にしたいと思います。他にはいかがでしょうか。 
 
（委員）公募で入れていただいてこういう場に入ったのはすごく勉強になりま

すが、私の家の山もこの事業をしていただきました。さっき境が集団でやる事

でよく分かると言われていましたが、現地へ見に行ったら境木が伐られてなく

なっていました。集団でやると、両端はいいのだろうけど真中は境木が伐る人

によっては邪魔だということで伐られて、後で見に行ったら木がないという事

になっていて、必ずしも境が良く分かるというのもおかしいなと思いました。

木を伐る後継者を育てるというのがありましたが、森林組合では育っているみ

たいですが、今現実に木を伐っている方は５０代、６０代、７０代の方が伐っ

ていますけれども、１０年後には木を伐る方がいなくなっているんじゃないか

なと思いながら聞いていました。スギ等の人工林を伐って落葉樹を植えること

を去年三重県に見に行きました。１ｈａくらいやってありましたが、そこは鹿

の食害があるので白いのがかぶせてあって、これで助かってますと言っていま

したが、１ｈａくらい全部伐った事により山から水が出て、その山が半分くら

い欠けて無くなっていました。全部伐ったものだから、根が痛むとか沢から水

が出てくるとかで、せっかく植えた苗木が半分ぐらい山の土砂で埋まっていま

した。昔は山の木を伐ってもらってお金をもらっていたんですけど、今はもう

それは出来なく、こういう税金を投入していただいている。前は手数料で反対

にお金を出す方だったのです。木を伐ってもらって山に木を捨てて勿体ない勿

体ないと言いながら、なおかつ不足でしたからと反対にお金を請求されるくら

いだったのです。今はそういう事はないのですが、やっぱり勿体ないなと思っ

て伐り捨てた材を使える事になるといいなと思います。本当に道のそばでした

ら出せるんじゃないかと思って、そういう所も見に行った事があるのですが、

見える範囲で引っ張る機械があって、すぐそこに木があるのに何で出さないの

ですかと聞いたら、公道から何ｍしか出さないと言われていました。勿体ない

なと思いながら見てきました。私たち木を伐ってもらってる立場から言うとそ

ういうのを色々思って見てきました。 
 
（事務局）山の境の話でしたが、これは地域で取り組み方が違うのかも知れま

せん。奥三河の方では、すごく大変な作業を現場でやっているのだけれども、

所有者が分からない、境も分からない所を地域の方を中心に集まっていただい

て、私ども一緒になって境に皆で杭を打ちながらまず作業をして、その上で事

業をしています。東京から車に乗って来られた方がいたり、幡豆から来て境が
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分かって良かったと帰られたりして、そういうのを地域ごとにまとめて団地化

して境に杭を打ちながら、そのうえで事業をしていました。その中でその地域

の地域づくりに繋がっていくという話がありましたが、そのような地域の山に

関わるような取組も奥三河ではされています。一方豊田市は市の施策として森

づくり会議というのがあって、この事業とは別に地域ごとにまとまって境に杭

をうって、その後にいろんな事業を取り入れているところもあります。特に設

楽、新城ではこの機会に、もちろん県だけでは出来ないので市町村とか地域の

方に協力していただき、一斉に山に入って境を打つ事から始めることもしてい

ます。それから色々いただいた意見はお話として伺っておきます。 
 
（委員）私もこの制度でお陰様で助かっている一人です。今日は参加させてい

ただいて、皆さんの御意見を受け身で聞いてかなくちゃならないなと思ってお

りました。公道からどれだけと決まりがあるのですが、それは仕方がないのか

も分かりませんが、それが終われば次に間の抜けたところに来るんだろうなと

自分では思っているんです。間伐した木が切り捨ててあるというのは非常に勿

体ない話ですが、５０年経っても３か月で出来る大根よりもうんと安い木はど

うしたらいいのだろうと。私らの地域へ今度は木材市場のサテライト、そこへ

ついでにチップ会社が来て下さって地域の方が木を出して持っていけば買って

くれるという話がある。そうすると私のくだらない話をしますと、晩酌のたく

あん一切れくらいになるという話を皆さんと話して笑っていますが、そうして

でも山林を守っていかなくてはいけないのではないかという話と、もう一つは

先ほども言われたように人がいない。ですからこの制度で、例えばお金を注ぎ

込んでくれてもやる人間がいない、やれる人間がいない、６０代、７０代です。

私なんて若者ですよ。６９歳で。山奥はそんな風ですが、それでもやっていた

だけるから近くの山は守れてる、木は守れてる、土地も守れてると思っていま

す。水源涵養の為にすごい働きをこの制度でやってるなと自分では思っている。

環境活動への支援もお陰様でやらせていただいている。オイスカという団体と

一緒に私がやらせていただいているのですが、環境部から助成を頂いて、近く

の人から借りている山３ｈａに小さな子供たちと種を拾って播かせて、そこで

育てたものを植えていただいている。そのために来た人間は相当な数です。国

の数も２８か国ぐらいになります。外国から来た人は、何で木を植えるんです

かと言う。東南アジアの人は特にそう言います。アフリカの人は笑っていまし

た。何でこんな事しなくちゃいけないのと。やっぱり国民性の違いだな、自分

ではそう思っていましたけれども、これからは我々がグローバルに考えて、そ

ういうもので見本を示していく必要があるんじゃないかなと思います。先ほど

の道ですけど、今、集落の区長をやらさせていただいている、皆さんの区長と

いうと何千戸単位だと思いますが、私のところは１０８戸、その中の１０戸は

私の家から１０数キロ離れていて、そこへは冬場行けない。ところが間伐した

おかげで道路が凍らなくなったから行けるのです。そこのおばあさんが、私が
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資料を持って行くと、道が明るくなって車で来れるようになって良かったねと

言うのです。そのおばあさんは８０いくつで１人暮らしです。そういうところ

が感謝の一つであり、山にも良かったけど集落にも良かった、人が住めるよう

になった。昔、尾崎行雄がダムを造る時に東京１００万市民を目指して造った

そうですが、あの人の考えは素晴らしいと思います。ですから愛知県もやっと

そこまで来たかと。色々御指導、山奥への御支援をお願いして感想ということ

で終わります。  
 
（委員長）ありがとうございます。アンケートは評価の中では重要なものです

ので、再確認していただいて変更があれば至急御相談頂くという事で、無けれ

ば、先ほど出していただいた意見については御検討いただいて、見直していた

だく事にします。それ以外にありましたら至急お知らせいただきたい。いつま

でか決めておいた方がいいですか。 
 
（事務局）出来れば１週間程度でお願いします。先ほど境界を確認しながら地

域と一緒にやっているとお話しましたが、全体の同意がとれて、確認しなくて

も出来るという事であれば、必ずしも境界を確認することが事業の前提ではな

いので、やってない地域もあるかもしれません。 
 
（委員長）それでは、３つ目の議題もこれで終了とさせていただきます。全体

通して何か一言言っておきたいという事があればお受けいたします。 
 
（委員）普段仕事をしている時、森とか自然環境とかに接点のない方やあまり

関心のない方と話させていただく事が多いのですが、そういう方にあいち森と

緑づくり税事業があるという事をどうやって伝えていくか。関心のある方とい

うのは何もしなくても自然観察会に参加したり、色んな事に参加して来てそこ

から知識を得ていくのですが、そういう人たちは全体の県民の中でどの位いる

のか。やはりあまり関心のない方、普段は関心が全くないにしても接点を持た

ない方が圧倒的に多い。そういう方たちをどれだけ吸い上げてくるかが大切に

なるかと思います。例えばよく言われるのが、森林の多面的機能は大切だが、

多面的機能が具体的にどれ位の能力があるのか。そういう事があまり山に関心

のない方にはすごく関心があって、企業の方とかにそういった形で聞かれる事

があります。という事で、事業評価のところで実施計画に対してどれだけの面

積をやったとか、どれだけの量をやったかという量的なものだけでなく質的な

もの、質的にこういうふうに良くなったという具体的な評価も入れていただけ

ないかと思います。なかなか抽象的で難しいと思いますが、そういった努力も

私たちはしていかないといけないのかなと感じています。 
もう一つ、奥山の森林の整備をしている時に一番問題になるのは所有者の方

で、先ほどの話もありましたが、所有者の方を見つけてくるのは非常に難しい
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話でして、森づくりのパンフレットの中に是非入れていただきたいのが、山主

の方に、山を持っていたら森林整備しなくてはいけないですねと、呼び掛けて

いただくような事を今後進めていただきたいと感じました。 
 
（委員長）貴重な意見ありがとうございます。なかなか機能を評価するのは難

しいと思いますが、少し研究的な事も今後の事業の中に入れられるかというの

も絡んでくるのかなと思います。それから山主の方をパンフレットの配布先と

してやられているのでしょうか。 
 
（事務局）この事業だけでなく山主さんに呼び掛ける活動は取り組んでいます。

この事業については、地区の懇談会とか森林組合では組合員への資料とかでか

なりの資料は渡っているつもりです。 
 
（委員）もらっていますよ。ただ不在地主にはなかなか。 
 
（事務局）評価は難しいですが、山の事を街の方に理解していただくのはかな

り難しいことで、委員の皆様も是非一緒になって知恵や御協力を頂いてそうい

う取組が出来るようにしたいと思います。 
 
（委員長）大体予定した時間になりましたのでこれで議事は終わりたいと思い

ます。今回も委員の方から大変貴重な意見を頂いておりますし、今後のこの事

業を展開する上で非常に大事な部分もあったと思います。制度的なものは時間

がかかるものも出てくるかもしれませんが、いずれにしろ意見をきちんと捉え

ていただいて、その結果についてお知らせいただけるようにお願いしておきま

す。何回も同じことで御質問いただいていると心が痛むので、是非その辺を汲

み置いていただいて検討を進めていただくようにお願いをして、今回の委員会

を閉じさせていただきます。 


